
 

青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
同
窓
会
会
則 

 

第
一
章 

総 
 
 

則 

 
 

（
名
称
） 

第
一
条 

本
会
は
、
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
同
窓
会
と
称
し
、
青 

 
 

山
学
院
校
友
会
女
子
短
期
大
学
部
会
に
属
す
る
。 

 
 

（
同
窓
会
本
部
） 

第
二
条 

本
会
は
、
同
窓
会
本
部
を
東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
四
丁
目
四 

 
 

番
地
二
五
号
内
に
置
く
。 

 
 
 
 

第
二
章 

目
的
及
び
事
業 

 
 

（
目
的
） 

第
三
条 

本
会
は
、
青
山
学
院
建
学
の
精
神
に
基
き
、
会
員
相
互
の 

 
 

親
睦
・
向
上
を
図
り
、
母
校
の
発
展
に
寄
与
す
る
と
共
に
社
会
に 

 
 

貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 
 
 

（
事
業
） 

第
四
条 

本
会
は
前
条
の
日
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
事
業
を
行
う
。 

 
 

一 

会
員
デ
ー
タ
の
管
理
・
整
備 

 
 

二 

会
報
の
発
行 

 
 

三 

講
演
会
、
研
究
会
及
び
親
睦
会
等
の
開
催 

 
 

四 

福
祉
と
奉
仕
に
関
す
る
事
業 

 
 

五 

そ
の
他
、
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業 

 
 
 
 

第
三
章 

会 
 
 
 

員 

 
 

（
会
員
の
種
類
） 

第
五
条 

本
会
は
、
次
の
三
種
の
会
員
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

 
 

一 

正
会
員 

 
 
 
 

青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
本
科
卒
業
生
及
び
専
攻
科
修
了
者 

 
 
 

並
び
に
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
に
在
籍
し
た
こ
と
の
あ
る
者 

 
 
 

で
、
青
山
学
院
校
友
会
定
款
第
五
条
（
１
）
ロ
に
該
当
し
、
か
つ
本 

 
 
 

会
運
営
委
員
会
の
承
認
を
得
た
者 

 
 

二 

名
誉
会
員 

 
 
 
 

青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
現
・
旧
教
員 

 
 

三 

特
別
会
員 

 
 
 
 

青
山
学
院
校
友
会
会
員
で
、
本
会
総
会
の
承
認
を
得
た
者 

 
 

（
会
費
） 

第
六
条 

正
会
員
は
、
毎
年
、
年
会
費
二
〇
〇
〇
円
を
納
め
る
も
の 

 
 

と
す
る
。
た
だ
し
新
人
会
員
は
、
入
会
時
に
入
会
金
六
〇
〇
〇
円 

 
 

及
び
年
会
費
５
年
分
を
一
括
納
人
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
異
動
届
） 

第
七
条 

会
員
は
、
住
所
、
氏
名
そ
の
他
に
異
動
を
生
じ
た
場
合
は
、 

 
 

本
会
本
部
に
届
け
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
会
員
資
格
喪
失
） 

第
八
条 

会
員
は
、
退
会
及
び
死
亡
に
よ
り
会
員
資
格
を
喪
失
す
る
。 

 
 
 
 
 

第
四
章 

役
員
及
び
運
営
委
員 

 
 

（
役
員
の
種
類
及
び
定
数
） 

第
九
条 

本
会
に
次
の
役
員
を
置
く
。 

 
 

そ
の
定
数
は
左
記
の
通
り
と
す
る
。 

 
 
 
 

会 

長 

一
名 

 
 
 
 

副
会
長 

二
名 

 
 
 
 

会
計
委
員 

二
名 

 
 
 
 

監
査
委
員 

二
名 

 
 

（
運
営
委
員
） 

第
一
〇
条 

本
会
に
運
営
委
員
を
置
く
。
運
営
委
員
の
選
任
等
に
つ 

 
 

い
て
は
、
第
八
章
の
定
め
に
よ
る
。 

 
 

（
役
員
の
選
出
・
任
期
等
） 

第
一
一
条 

１ 

会
長
は
、
正
会
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
会
長
候
補 

 
 

者
の
中
か
ら
運
営
委
員
の
無
記
名
投
票
に
よ
り
選
出
さ
れ
、
総
会 

 
 

の
承
認
を
得
る
。 

２ 

会
長
は
、
本
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
括
処
理
し
、
総
会
並
び 

 
 

に
ク
ラ
ス
代
表
委
員
会
及
び
運
営
委
員
会
を
招
集
す
る
。 

３ 

会
長
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
連
続
し
て
三
期
ま
で
と
し
、
通 

 
 

算
し
て
十
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。 

  

 

 

 

４ 

副
会
長
及
び
会
計
委
員
の
任
期
は
、
運
営
委
員
と
し
て
の
任
期 

 
 

を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

５ 

監
査
委
員
の
任
期
は
、
運
営
委
員
の
任
期
を
基
準
と
す
る
。 

６ 

副
会
長
は
、
運
営
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
。 

７ 

副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
そ 

 
 

の
職
務
を
代
行
す
る
。 

８ 

会
計
委
員
は
、
運
営
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
。 

９ 

会
計
委
員
は
、
本
会
の
会
計
業
務
を
行
う
。 

10 

監
査
委
員
は
、
正
会
員
の
中
か
ら
運
営
委
員
会
が
そ
の
候
補
者 

 
 

を
選
び
総
会
の
承
認
を
得
る
。 

11 

監
査
委
員
は
、
会
計
監
査
を
行
う
ほ
か
、
本
会
の
会
務
執
行
に 

 
 

つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

12 

監
査
委
員
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
、
運
営
委
員
会
に 

 
 

出
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
書
記
） 

第
一
二
条 

１ 

本
会
に
書
記
を
置
く
。 

２ 

書
記
は
、
運
営
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
。 

３ 

書
記
は
、
就
任
後
も
運
営
委
員
を
兼
ね
る
。 

４ 

書
記
は
、
庶
務
を
掌
り
、
議
事
録
を
作
成
す
る
。 

 
 
 
 

 

第
五
章 

顧
問
及
び
名
誉
顧
問 

 
 

（
顧
問
及
び
名
誉
顧
問
の
推
薦
等
） 

第
一
三
条 

１ 

本
会
に
、
顧
問
及
び
名
誉
顧
問
を
置
く
こ
と
が
で 

 
 

一
さ
る
。 

２ 

顧
問
は
、
名
誉
会
員
及
び
正
会
員
の
中
か
ら
運
営
委
員
会
が
推 

 
 

薦
し
、
総
会
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
名
誉
顧
問
に
は
、
学
長
及
び
学
長
経
験
者
が
就
任
す
る
。 

４ 
顧
問
及
び
名
誉
顧
問
は
、
運
営
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
事
項 

 
 

に
つ
き
相
談
に
応
ず
る
。 

 
 
 
 

 
第
六
章 

総 
 
 
 

会 
 
 

（
総
会
の
種
類
） 

第
一
四
条 

総
会
は
、
定
期
総
会
及
び
臨
時
総
会
と
し
、
会
長
が
こ 

 
 

れ
を
招
集
す
る
。 

 
 

（
定
期
総
会
の
審
議
事
項
） 

第
一
五
条 

定
期
総
会
は
、
毎
年
一
回
五
月
に
開
催
し
、
次
の
事
項 

 
 

を
行
う
。 

 
 

一 

事
業
報
告
及
び
収
支
決
算
の
承
認 

 
 

二 

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
決
議 

 
 

三 

会
長
、
運
営
委
員
及
び
監
査
委
員
の
選
出
・
承
認 

 
 

四 

顧
問
及
び
名
誉
顧
問
の
就
任
・
承
認 

 
 

五 

学
科
会
及
び
同
窓
会
支
部
の
活
動
報
告
及
び
会
計
報
告 
 
 

六 

会
則
改
正
、
そ
の
他
運
営
委
員
会
に
お
い
て
必
要
と
認
め
た 
 
 
 

事
項
の
決
議
及
び
承
認 

 
 

（
臨
時
総
会
） 

第
一
六
条 

臨
時
総
会
は
、
運
営
委
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き
、 

 
 

ま
た
は
一
〇
〇
名
以
上
の
正
会
員
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
と
き
開
催 

 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（
議
決
数
） 

第
一
七
条 

総
会
の
議
決
は
、
本
会
則
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合 

 
 

を
除
き
、
出
席
正
会
員
の
過
半
数
の
賛
成
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。 

 
 
 
 

 

第
七
章
所
属
部
会 

 
 

（
所
属
部
会
の
種
類
） 

第
一
八
条 

本
会
に
、
ク
ラ
ス
代
表
委
員
会
、
事
業
部
会
及
び
学
科 

 
 

会
並
び
に
支
部
を
置
く
。 

 
 

（
ク
ラ
ス
代
表
委
員
会
） 

第
一
九
条 

１ 

ク
ラ
ス
代
表
委
員
会
は
、
本
科
各
学
科
各
ク
ラ
ス 

 
 

及
び
現
代
教
養
学
科
各
ゼ
ミ
か
ら
一
名
選
出
さ
れ
た
委
員
及
び
同 

 
 

一
年
度
専
攻
科
修
了
者
全
員
か
ら
一
名
選
出
さ
れ
た
委
員
に
よ
っ 

 
 

て
構
成
さ
れ
る
。 

２ 

ク
ラ
ス
代
表
委
員
会
は
、
同
窓
会
運
営
上
の
重
要
事
項
を
審
議 

 
 

し
、
運
営
委
員
会
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

ク
ラ
ス
代
表
委
員
会
は
、
次
の
場
合
に
開
催
さ
れ
る
。 

 
 

一 

総
会
開
催
前 

 

二 

ク
ラ
ス
代
表
委
員
の
一
〇
分
の
一
以
上
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
場
合 

 
 

三 

そ
の
他
、
会
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合 

４ 

ク
ラ
ス
代
表
委
員
の
任
期
は
、
運
営
委
員
の
任
期
を
基
準
と
す
る
。 

５ 

ク
ラ
ス
代
表
委
員
は
、
運
営
委
員
の
任
期
中
は
兼
務
す
る
こ
と 

 
 

が
で
き
な
い
。 

 
 

（
事
業
部
会
） 

第
二
〇
条 

１ 

事
業
部
会
は
、
所
属
団
体
か
ら
な
り
、
正
会
員
は
登
録 

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
団
体
の
部
員
と
な
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

各
所
属
団
体
は
、
本
会
の
目
的
に
添
っ
た
活
動
を
行
う
。 

 
 

（
学
科
会
） 

第
ニ
一
条 

１ 

学
科
会
は
、
本
会
則
第
五
条
の
定
め
る
正
会
員
で 

 
 

あ
っ
て
出
身
学
科
を
同
じ
く
す
る
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。 

２ 

学
科
会
は
、
白
主
的
な
活
動
、
研
究
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

学
科
会
の
運
営
は
、
各
学
科
会
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

４ 

学
科
会
の
運
営
経
費
は
、
本
会
の
学
科
会
活
動
費
そ
の
他
を
こ 

 
 

れ
に
あ
て
る
。 

５ 

学
科
会
の
事
務
局
は
、
本
会
本
部
に
置
く
。 

 
 

（
支
部
） 

第
二
二
条 

１ 

正
会
員
は
、
一
定
の
地
域
内
で
支
部
を
設
け
る
こ 

 
 

と
が
で
き
る
。
支
部
の
設
立
に
関
し
て
は
、
本
会
則
細
則
の
定
め 

 
 

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

支
部
の
代
表
者
は
、
本
会
総
会
に
出
席
し
、
活
動
報
告
を
行
う 

 
 

も
の
と
す
る
。 

３ 

支
部
は
、
規
約
に
従
い
自
主
的
に
運
営
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

支
部
の
運
営
経
費
は
、
本
会
の
支
部
活
動
費
そ
の
他
を
こ
れ
に 

 
 

あ
て
る
。 

 
 
 
 

第
八
章 

運
営
委
員
会 

 
 

（
運
営
委
員
会
の
職
務
） 

第
二
三
条 

運
営
委
員
会
は
、
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
業
の 

 
 

企
画
、
実
施
及
び
役
員
の
選
出
そ
の
他
の
業
務
の
運
営
に
あ
た
る
。 

 
 

（
運
営
委
員
の
選
出
及
び
定
数
） 

第
二
四
条 

１ 

運
営
委
員
会
は
、
会
長
及
び
次
の
所
属
か
ら
選
出 

 
 

さ
れ
た
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
定
数
は
左
記
を
基
準
と
す
る
。 

 
 

一 

卒
業
学
科
別
選
出
（
総
数
二
二
名
） 

 
 
 
 

国
文
学
科 

五
名 

 
 
 
 

英
文
学
科 

六
名 

 
 
 
 

家
政
学
科 

五
名 

 
 
 
 

児
童
教
育
学
科
・
子
ど
も
学
科 

二
名 

 
 
 
 

教
養
学
科 

二
名 

 
 
 
 

芸
術
学
科 

一
名 

 
 
 
 

現
代
教
養
学
科 

一
名 

 
 

二 

事
業
部
会
選
出
（
一
名
） 

 
 
 

 
 

三 

学
科
会
選
出
（
総
数
七
名
） 

 
 
 
 

国
文
学
科 

 
 

一
名 

 
 
 
 

英
文
学
科 

 
 

一
名 

 
 
 
 

家
政
学
科 

 
 

一
名 

 
 
 
 

童
友
会 

 
 
 

一
名 

 
 
 
 

教
養
学
科 

 
 

一
名 

 
 
 
 

芸
術
学
科 

 
 

一
名 

 
 
 
 

現
代
教
養
学
科 

一
名 

２ 

前
記
の
選
出
さ
れ
た
者
は
、
総
会
の
承
認
を
得
て
運
営
委
員
に 

 
 

就
任
す
る
。 

 
 

（
運
営
委
員
の
任
期
等
） 

第
二
五
条 

１ 

運
営
委
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
連
続
し
て
三
期 

 
 

ま
で
と
す
る
。 

２ 

運
営
委
員
に
欠
員
が
生
じ
た
場
合
、
後
任
者
の
一
期
の
任
期
は
、 

 
 

前
任
者
の
最
終
期
の
残
存
期
間
と
す
る
。 

３ 

運
営
委
員
会
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
小
委
員
会
を
設
け
る
こ
と 

 
 

が
で
き
る
。 

 

 

３ 

運
営
委
員
会
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
小
委
員
会
を
設
け
る
こ
と 

 
 

が
で
き
る
。 

 
 

（
運
営
委
員
会
の
開
催
） 

第
二
六
条 

運
営
委
員
会
は
、
定
例
運
営
委
員
会
及
び
臨
時
運
営
委 

 
 

員
会
と
し
、
会
長
が
こ
れ
を
招
集
す
る
。
た
だ
し
運
営
委
員
の
過 

 
 

半
数
の
要
求
が
あ
る
時
は
こ
れ
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 

第
九
章 

会 
 
 
 

計 
 
 

（
運
営
経
費
） 

第
二
七
条 

本
会
は
、
正
会
員
の
納
入
す
る
会
費
そ
の
他
の
収
入
に 

 
 

よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
。 

 
 

（
会
計
年
度
） 

第
二
八
条 

本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌 

 
 

年
三
月
三
一
日
に
終
る
。 

 
 
 
 

第
一
〇
章 

校
友
会
代
議
員
・
常
任
委
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

及
び
学
校
法
人
評
議
員 

 
 

（
校
友
会
代
議
員
及
び
常
任
委
員
） 

第
二
九
条 

１ 

青
山
学
院
校
友
会
会
則
第
一
九
・
二
六
条
に
よ
り
、 

 
 

本
会
正
会
員
の
中
か
ら
青
山
学
院
校
友
会
代
議
員
及
び
常
任
委
員 

 
 

を
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
代
議
員
及
び
常
任
委
員
は
青
山
学
院
校
友
会
会
則
第 

 
 

一
二
条
（
役
員
の
任
期
）、
第
一
三
条
（
役
員
の
定
年
制
と
重
任
制 

 
 

度
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
営
委
員
会
に
お
い
て
選
出
す
る
。 

３ 

会
長
及
び
副
会
長
は
在
任
中
は
代
議
員
ま
た
は
常
任
委
員
を
兼 

 
 

ね
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

（
学
校
法
人
評
議
員
） 

第
三
〇
条 

学
校
法
人
青
山
学
院
評
議
員
の
う
ち
青
山
学
院
校
友
会 

 
 

会
員
の
中
か
ら
選
出
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
青
山
学
院
校
友
会 

 
 

会
則
第
三
六
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
校
友
会
常
任
委
員
会 

 
 

に
お
い
て
そ
の
候
補
者
を
推
挙
す
る
。 

 
 
 
 

第
一
一
章 

会
則
改
正 

 
 

（
議
決
数
） 

第
三
一
条 

本
会
則
の
改
正
は
、
運
営
委
員
会
の
議
を
経
て
総
会
に
諮 

 
 

り
、
総
会
出
席
者
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。 

 
 
 
 

第
一
二
章 

補 
 

則 
 
 

（
細
則
の
制
定
） 

第
三
二
条 

本
会
則
の
実
施
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
細
則
は
、
運
営 

 
 

委
員
会
の
議
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
定
め
の
な
い
事
項
の
取
り
扱
い
） 

第
三
三
条 

本
会
則
に
定
め
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
本
会
運
営 

 
 

上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
運
営
委
員
会
の
議
に
よ
り 

 
 

こ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 
 
 
 

附 
 

則 
 
 

本
会
則
は
、
二
〇
二
五
年
五
月
一
七
日
か
ら
施
行
す
る
。（
令
・
七
） 

 
 
 

一
九
七
四
年
一
一
月
一
七
日
制
定
（
昭
・
四
九
） 

 
 
 

一
九
七
五
年 

四
月 

一
日
施
行
（
昭
・
五
〇
） 

 
 
 

一
九
七
七
年 

五
月
ニ
一
日
改
正
（
昭
・
五
二
） 

 
 
 

一
九
七
九
年 

五
月
一
九
日
改
正
（
昭
・
五
四
） 

 
 
 

一
九
八
〇
年 

五
月
一
七
日
改
正
（
昭
・
五
五
） 

 
 
 

一
九
八
二
年 

五
月
一
五
日
改
正
（
昭
・
五
七
） 

 
 
 

一
九
八
七
年 

五
月
一
六
日
改
正
（
昭
・
六
二
） 

 
 
 

一
九
八
八
年 

五
月
ニ
一
日
改
正
（
昭
・
六
三
） 

 
 
 

一
九
九
一
年 

五
月
一
八
日
改
正
（
平
・ 

 

三
） 

 
 
 

一
九
九
二
年 

五
月
一
六
日
改
正
（
平
・ 

 

四
） 

 
 
 

一
九
九
四
年 

五
月
ニ
一
日
改
正
（
平
・ 

 

六
） 

 
 
 

一
九
九
六
年 

五
月
一
八
日
改
正
（
平
・ 

 

八
） 

 
 
 

一
九
九
七
年 

五
月
一
七
日
改
正
（
平
・ 

 

九
） 

 
 
 

二
〇
〇
一
年 

五
月
一
九
日
改
正
（
平
・
一
三
） 

 
 
 

二
〇
〇
五
年 

五
月
二
八
日
改
正
（
平
・
一
七
） 

 
 
 

二
〇
〇
六
年 

五
月
二
〇
日
改
正
（
平
・
一
八
） 

 
 
 

二
〇
一
五
年 

五
月
一
六
日
改
正
（
平
・
二
七
） 

 
 
 

二
〇
一
六
年 

五
月
ニ
一
日
改
正
（
平
・
二
八
） 

二
〇
一
九
年 

五
月
一
八
日
改
正
（
平
・ 

 

一
） 

二
〇
二
五
年 

五
月
一
七
日
改
正
（
令
・ 

 

七
） 

 

 


